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総合戦略の取り組み評価を
実施しました

町の取り組みに対し、総合計画懇話会の皆さんに検証いただいた内容を報告書にまとめました。
報告書にある皆さんの意見や町の取り組みを紹介します。

結婚・出産・子育ての希望を�
みんなで支えてかなえる

Ａ評価…８施策
「安心して妊娠・出産・子育てができるための支援」「子育て支援
のネットワークづくり」など
Ｂ評価…３施策

「青少年の社会参画の促進」「子どもの読書活動と学習活動の支
援」など

　子育てボランティア養成講座や子育て応援フード
ドライブ＋αを開催し、地域で子育てを行う風土作
りを進めました。
　子育て分野の施策において、住民を単なる「サー
ビスの受け手」として捉えるのではなく、自ら課題
解決に向けて動く「主体」となるよう、意識の醸成
と政策の工夫が求められています。

�まちの魅力を活かし、交流を�
育み新しい人の流れをつくる

Ａ評価…４施策
「地域の移動手段の充実」「ＵＩＪターン受入の充実」など
Ｂ評価…2施策

「商工業の活性化」「地域資源を活かした体験型観光の推進」など

　町中を周遊するスタンプラリーや農業体験事業、
近江日野商人サミットなど関係人口の創出に取り組
みました。
　質の高い観光・交流プログラムを模索し、どうす
れば観光という体験が移住定住に結びつくのかを戦
略的に再構築することが求められています。

　まちづくりの指針として第６次日野町総合計画を策定しています。そのなかから、人口
減少、高齢社会に特化した施策を「日野町くらし安心ひとづくり総合戦略」として策定し、
取り組みを進めています。
　令和６年度の取り組みについて、住民・団体代表・有識者の皆さんによる総合計画懇話
会で検証・評価をしていただきました。評価は、ＳからＤの５段階評価で、40施策のうち、
28施策は「Ａ（優れている）」、12施策は「Ｂ（実施できている）」と評価を受けました。
　この検証結果を踏まえ、施策の改善を図り、取り組みを進めていきます。

�地域資源を活かし、地域経済の活力
と暮らしを支える雇用をつくる

Ａ評価…５施策
「農業経営・担い手育成への支援」「町内雇用の促進と雇用機会
の拡大」など
Ｂ評価…３施策

「農業生産・特産品の振興」「地域内経済循環の推進」など

　農業者の減少や農地利用の課題に対応するため、
地域計画の策定支援に取り組みました。
　農業など季節変動のある仕事について、他の産業
との組み合わせで年間所得を保障するような「複合
的な働き方」を町として研究・提案し、移住定住を
考える若者世代に新たな選択肢として提示すること
が求められています。

�くらしやすい地域を育み、安心し
て住み続けられるまちをつくる

Ａ評価…11施策
「食育・多文化共生の推進」「支え合いの仕組みづくりの促進」など
Ｂ評価…4施策

「高齢者のいきがいづくり」「住民のくらしを支える知識・情報
の提供」など

　英会話教室、韓国語講座、日本語教室などを開催
し、多文化共生の促進と交流のきっかけづくりに取
り組みました。
　外国人が人口の５％近くを占める現状を踏まえ、
定住を前提とした長期的な視点での共生社会づくり
を、町の重要課題として明確に位置付けることが求
められています。

検証結果の
まとめた報告書を
掲載しています
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税
金
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！　
～
12
月
は
「
ス
ト
ッ
プ
滞
納
!! 

強
化
月
間
」
で
す
～

※「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」は
株
式
会
社
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
町
税
は
、
福
祉
・
医

療
・
教
育
・
ご
み
処
理
な
ど
の
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ

れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　
滋
賀
県
と
県
内
市
町
に
お
い
て
は
、
地
方
税
の
納
付
促
進
お

よ
び
納
税
秩
序
の
維
持
・
向
上
を
目
的
と
し
て
、
公
平
か
つ
公

正
な
税
務
行
政
を
確
立
す
る
た
め
、
12
月
を
「
ス
ト
ッ
プ
滞

納
!!
強
化
月
間
」
と
位
置
づ
け
、
県
と
市
町
の
連
携
を
一
層
強

化
し
、
県
内
一
斉
の
滞
納
整
理
に
取
り
組
み
ま
す
。

町
税
の
納
付
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す

●
口
座
振
替

　
取
り
扱
い
金
融
機
関
は
、
滋
賀
銀
行
・
関
西
み
ら
い
銀
行
・

湖
東
信
用
金
庫
・
グ
リ
ー
ン
近
江
農
協
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で

す
。
通
帳
と
届
出
印
を
ご
持
参
の
う
え
、
金
融
機
関
窓
口
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
で
の
納
付

・
金
融
機
関
や
役
場
の
窓
口

　

�

日
野
町
役
場
や
「
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」
に
対
応
し
て

い
る
全
国
の
金
融
機
関
で
納
付
で
き
ま
す
。

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　
納
付
書
裏
面
に
利
用
可
能
店
舗
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

※
納
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

●
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト

　
納
付
書
の
「
地
方
税
統
一
Q
R
コ
ー
ド
」
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
読
み
取
る
こ
と
で
納
付
で
き
ま
す
。
対
応
の
ア
プ
リ
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
、「
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
」
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
「
e
L-

Q
R
で
お
支
払

い
」
か
ら
納
付
書
の
Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て
の
納
付
も
可

能
で
す
。

※�

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
、
別
途

手
数
料
が
必
要
で
す
。

●
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

　

地
方
税
統
一
Q
R
コ
ー
ド
が
記
載
さ

れ
て
い
る
納
付
書
で
あ
れ
ば
、
日
野
町

指
定
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

（
Pペ

イ
a
y 

Bビ
ー

・
Pペ

イ
a
y 

Pペ

イ
a
y
）
以
外

も
利
用
可
能
と
な
り
ま
す
。
対
応
ア
プ

リ
に
つ
い
て
は
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ

ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

税
金
を
滞
納
す
る
と
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
…

❶❶　

�

町
税
に
は
納
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
期
限
後
20

日
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
場
合
は
、
督
促
状
（
１
件

2
0
0
円
の
手
数
料
を
加
算
）
が
発
行
さ
れ
、
延
滞
金

（
年
率
14
・
６
％
以
内
）
も
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。　

❷❷　

�

未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
金
融
機
関
・
勤
務
先
・
生

命
保
険
会
社
・
自
宅
捜
索
な
ど
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

❸❸　

�

調
査
に
よ
り
判
明
し
た
財
産
（
預
貯
金
・
給
与
・
不
動

産
・
自
動
車
等
）
を
、
差
し
押
さ
え
ま
す
。

❹❹　

�

差
し
押
さ
え
た
財
産
は
、
公
売
な
ど
に
よ
り
換
価
（
換

金
）
し
、
滞
納
町
税
に
充
当
し
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
６
年
度
に
は
、
28
件
で
3,
8
8
4,
3
6
3

円
の
差
し
押
さ
え
（
預
貯
金
・
給
与
な
ど
）
を
行
い
、

1,
7
4
4,
2
8
4
円
を
換
価
し
ま
し
た
。

ど
う
し
て
も
期
限
内
に
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
…

　
病
気
や
失
業
・
事
業
の
業
績
不
振
な
ど
の
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
方
や
、
生
活
困
窮
・
多
重
債
務
な
ど
に
よ
り
一
時
的

に
町
税
を
各
期
限
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、
一
人

で
悩
ん
だ
り
、
放
置
し
た
り
せ
ず
に
、
早
め
に
税
務
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
納
付
相
談
の
際
に
虚
偽
の
申
し
出
を
さ
れ
た
場
合

や
、納
付
計
画
を
守
ら
ず
分
納
不
履
行
に
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、

滞
納
処
分
に
よ
り
強
制
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

納
税
者
間
の
公
平
性
確
保
と
滞
納
額
の
縮
減
に

努
め
て
い
ま
す

　
日
野
町
で
は
、
税
の
公
平
性
と
安
定
的
な
財
源
の
確
保
の
た

め
、
収
納
率
の
向
上
と
滞
納
額
の
縮
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、滋
賀
県
と
県
内
市
町
に
お
い
て
は
、「
滋

賀
県
地
方
税
務
協
議
会
」
を
設
置
し
、
県
と
市
町
が
相
互
に
連

携
・
協
働
し
て
滞
納
整
理
に
関
す
る
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
滋
賀
県
中
部
県
税
事
務
所
、
近
江
八
幡
市
、
竜

王
町
お
よ
び
日
野
町
に
お
い
て
は
、
滞
納
処
分
に
お
け
る
協
力

お
よ
び
職
員
の
相
互
派
遣
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
収
納
担
当　
☎
０
７
４
８-

５
２-

６
５
７
０
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